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臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2022年３月16日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2022

年３月31日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知ら

せしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案

について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．本臨時株主総会の開催日時及び場所 

（１）開催日時 2022年５月10日（火曜日）午前10時 

（２）開催場所 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 

   霞が関コモンゲート西館37階 霞山会館 霞山の間 

 

２．本臨時株主総会の付議議案 

  決議事項 

  第１号議案 株式交換契約承認の件 

  第２号議案 定款一部変更の件 

 

第１号議案の詳細につきましては、2022年３月16日付で公表した「川崎汽船株式会社による川崎

近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」をご参

照ください。第２号議案の詳細につきましては、下記「３．定款の一部変更について」をご参照く

ださい。 

 

３．定款の一部変更について 

（１）定款変更の目的 

2022年３月16日付で公表した「川崎汽船株式会社による川崎近海汽船株式会社の完全子会社

化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」にてお知らせしておりますとお

り、当社及び川崎汽船株式会社（以下「川崎汽船」といいます。）は、川崎汽船を株式交換完全

親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を

行うことを決議し、両社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結い



 

たしました。本株式交換の効力は2022年６月１日に発生する予定ですが、本株式交換の効力が

発生した場合、当社は川崎汽船の完全子会社となり、以降、当社の定時株主総会の基準日制度

の必要性が失われるため、当社は、本株式交換が効力を発生することを条件として、定時株主

総会の基準日に関する定め（当社定款第13条）を削除するものであります。 

 

（２）定款変更の内容 

変更の内容は以下のとおりです。なお、かかる定款変更は、本臨時株主総会において第１号

議案が原案どおりに承認可決され、本株式交換契約が解除されておらず、かつ、本株式交換契

約の効力を失わせる事由が生じていないことを条件として、2022年６月１日に効力が発生する

ものといたします。 

 

（下線部は変更箇所） 

現行定款 変更案 

第１条～第12条（条文省略） 第１条～第12条（条文は現行どおり） 

（定時株主総会の基準日） 

第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準

日は、毎年３月31日とする。 

 

（削 除） 

 

第14条～第44条（条文省略） 第13条～第43条（条数繰上げ、条文は現行どお

り） 

 

（３）日程 

定款変更のための臨時株主総会決議日（予定）2022年５月10日 

定款変更の効力発生日（予定）2022年６月１日 

 

（４）その他 

本議案の定款変更が承認可決され、効力を発生した場合には、当社の2022年３月31日の株主

名簿に記載又は記録された株主であっても、当社の第56期定時株主総会において権利を行使す

ることができなくなります。毎年３月31日を期末配当の基準日とする旨の定め（当社定款第43

条第１項）については、かかる定時株主総会に先立って変更する予定はなく、2022年３月31日

の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者が2022年３月期期末配当を受

領する権限を有することとなります。 

 

以 上 


